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  条   例   

条 例 第  ３７  号   

令和 ５ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表１の表５５の項中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改め、同表に次のよ

うに加える。 

９２ 
熊本市文化芸術推進基

本計画策定委員会 

熊本市文化芸術推進基本計画を策定するため、

必要な事項を審議する。 

９３ 
熊本市宿泊税検討委員

会 

本市における宿泊税の導入に関する事項を審議

する。 

９４ 

熊本市盛土対策検討委

員会 

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法

律第１９１号）の規定に基づく規制区域の指定

その他盛土等に係る対策の在り方について、必

要な事項を審議する。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表１の表５５の項の改正規定は、

公布の日又は空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５年

法律第５０号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 
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条 例 第  ３８  号   

令和 ５ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市一般職の職員の給与に関する条例及び熊本市業務職員の給与の種類及び基準

を定める条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市一般職の職員の給与に関する条例及び熊本市業務職員の給与の種類及び

基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 （熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 熊本市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条及び第５条第１項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定

新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

  第３１条の４の見出しを「（特定新型インフルエンザ等対策派遣手当）」に改め、

同条中「第４４条に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置」を「第２６条の

８に規定する特定新型インフルエンザ等対策」に、「新型インフルエンザ等緊急事

態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

 （熊本市業務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第２条 熊本市業務職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成１９年条例第１１

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフ

ルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日又は新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部

を改正する法律（令和５年法律第１４号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 
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条 例 第  ３９  号   

令和 ５ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市火災予防条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市火災予防条例（昭和３７年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１１条第１項第３号の２中「キュービクル式のものにあっては、」を削る。 

 第１１条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は雨水等」に改める。 

 第１３条第１項を次のように改める。 

蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が１０キ

ロワット時を超え２０キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置

及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定めるものを

除く。以下同じ。）は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造

とすること。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電

槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。 

 第１３条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設け

る電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準

第３に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュ

ービクル式のものを除く。）にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保た

なければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないも

のに面するときは、この限りでない。 

 第１３条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第１１条の２第１項第４号」に

改める。 

 第４４条第１３号中「蓄電池設備」の次に「（蓄電池容量が２０キロワット時以下 



令和 5 年 10 月 31 日      熊 本 市 公 報          第 1476 号 

 

- 1125 - 

 

のものを除く。）」を加える。 

 別表第３中 

「 

  
 据置型レン

ジ 

21kW 以下 80 0 ― 0 

                                」 

                を 

「 

   据置型レン

ジ 

21kW 以下 80 0 ― 0 

固
体
燃
料 

不
燃
以
外 

木炭を 

燃料と 

するも 

の 

炭火焼き器 ― 100 50 

 

50 50 

不
燃 

木炭を 

燃料と 

するも 

の 

炭火焼き器 ― 80 30 ― 30 

                                」 

に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関

を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の熊本市火災予防条例（以下「新

条例」という。）第１３条第１項に規定する蓄電池設備（附則第４項に掲げるもの

を除く。）（以下この項において「燃料電池発電設備等」という。）又は現に設置

の工事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第１１条第１項第３号の２（新
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条例第８条の３第１項及び第３項、第１１条第３項、第１２条第２項及び第３項並

びに第１３条第２項及び第４項において準用する場合を含む。）の規定に適合しな

いものについては、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第１３条

第１項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のうち、同条第１項の

規定に適合しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 新条例第１３条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるものの

うち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起

算して２年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないも

のについては、同条の規定は、適用しない。 
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条 例 第  ４０  号   

令和 ５ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市自治基本条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市自治基本条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市自治基本条例（平成２１年条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２７条第２項中「男女」を「地域社会を構成する多様な市民」に改める。 

 第３２条第１項中「より、」の次に「防災、福祉、環境等の」を加え、同条第２項

中「自覚し」を「自覚するとともに、多様な文化的背景を踏まえつつ」に改める。 

第３６条の２第１項中「災害等の発生に備える」を「一人ひとりが災害等の発生に

備え、物資等の備蓄や近隣の者との協力関係の構築に努める」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 
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条 例 第  ４１  号   

令和 ５ 年 ９ 月２７日   

 

 犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例の一部を改正する条例を公布す

る。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例の一部を改正する条例 

 

 犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例（平成１８年条例第３８号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「人々」を「者」に、「に努め」を「及び再犯の防止等を図り」に、「の

実現を図る」を「を実現する」に改める。 

 第２条及び第３条を次のように改める。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 市民 本市の区域内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。 

(2) 事業者等 本市の区域内で事業を営む者又は活動するもの（第４条第３項第２

号に規定する団体を含む。）をいう。 

(3) 安全安心まちづくり 市民及び観光客等の本市を訪れる者が犯罪に遭うこと

なく安全に安心して過ごし、及び滞在することができるまち熊本市をつくること

をいう。 

(4) 協働 同じ目的のために、それぞれが対等な立場に立ち、役割と責任を担い、

協力することをいう。 

(5) 犯罪をした者等 犯罪をした者又は非行少年（非行のある少年をいう。以下同

じ。）若しくは非行少年であった者をいう。 

(6) 再犯の防止等 犯罪をした者等が犯罪をすることを防ぐこと（非行少年の非行
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をなくすこと及び非行少年であった者が再び非行少年となることを防ぐことを

含む。）をいう。 

(7) 学校等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校及び専修学校、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する児童福祉施設その他規則で

定めるものをいう。 

(8) 児童生徒等 学校等に通園し、又は通学する幼児、児童、生徒及び学生をいう。 

(9) 学校等設置管理者 学校等を設置し、又は管理する者をいう。 

（基本理念） 

第３条 市、市民及び事業者等は、それぞれの立場で安全安心まちづくりに関する活

動を積極的に推進するものとする。 

２ 安全安心まちづくりは、市、市民及び事業者等の多様な主体の協働により取り組

むものとする。 

３ 安全安心まちづくりは、犯罪をした者等が社会において孤立することのないよう

配慮して行うものとする。 

 第４条第１項第１号中「事業者の」を「事業者等に対して行う犯罪の防止及び再犯

の防止等に関する」に改め、同項第２号中「市民及び事業者」を「犯罪の防止及び再

犯の防止等に関し市民又は事業者等」に改め、同項第３号中「事業者」を「事業者等」

に改め、同条第２項中「前項の」を「前２項に規定する」に改め、同項を同条第３項

とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市は、この条例の目的をより効果的に達成するため、特に市民の身近な場所及び

繁華街等において、犯罪及びこれを誘発させる行為の防止並びに再犯の防止等に関

する施策を重点的に実施するものとする。 

第５条第２号中「施錠等の安全対策を励行する等」を「防犯意識を持ち」に改め、

同条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 (3) 地域における安全安心まちづくりに関する活動に取り組むこと。 

 第６条（見出しを含む。）中「事業者」を「事業者等」に改め、同条第１号中「事

業所内及び」を「事業を営む者にあっては、事業所内又は」に改め、同条中第２号を

第４号とし、第１号の次に次の２号を加える。 

(2) 地域における安全安心まちづくりに関する活動に取り組むこと。 

(3) 安全安心まちづくりに関する自主的な活動を行う団体にあっては、同様の活動
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を行う他の団体との連携を図ること。 

 第７条を削り、第８条を第７条とする。 

 第９条中「規則で定めるところにより、安全安心まちづくりに関し」を「学校等及

び警察その他関係機関との連携を図りつつ、犯罪の防止及び再犯の防止等に関する」

に改め、同条を第８条とする。 

 第１０条中「事業者」を「事業者等」に、「を推進するための」を「に関する」に

改め、同条を第９条とする。 

 第１１条を削る。 

 第１２条第１項中「配慮する」を「努める」に改め、「よう努める」を削り、同条

第２項中「団体、住民及び事業者」を「市民及び事業者等」に、「及び広場」を      

「、広場」に改め、同条を第１０条とする。 

 第１３条中「団体、住民及び事業者」を「市民及び事業者等」に改め、同条を第    

１１条とする。 

第１４条を第１２条とする。 

 第１５条第１項中「事業者等」の次に「及び警察」を加え、同条第２項中「、事業

者等」を「又は事業者等」に改め、同条を第１３条とし、同条の次に次の 1 条を加え

る。 

（施設等の整備等に関する助言等） 

第１４条 市は、犯罪の防止に配慮した施設等の整備及び管理に関し、必要な情報の

提供、助言その他の支援を行うよう努めるものとする。 

 第１６条から第１８条までを削る。 

 第１９条の見出し中「熊本市安全安心まちづくり推進協議会」を「熊本市犯罪のな

い安全安心まちづくり推進協議会」に改め、同条第１項中「事業者」を「事業者等」

に、「熊本市安全安心まちづくり推進協議会」を「熊本市犯罪のない安全安心まちづ

くり推進協議会」に改め、同条を第１５条とする。 

 第２０条を第１６条とする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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 （熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改 

正） 

２ 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１

年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「安全安心まちづくり推進協議会委員」を「犯罪のない安全安心まちづく

り推進協議会委員」に改める。 
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条 例 第  ４２  号   

令和 ５ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市犯罪被害者等支援条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市犯罪被害者等支援条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事

業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、

当該支援のための施策を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等が

受けた被害の軽減及び回復を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域

社会を実現することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

(3) 市民 本市の区域内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。 

(4) 事業者 本市の区域内で犯罪被害者等を雇用する者その他の事業を営む者を

いう。 

(5) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。 

(6) 関係機関等 国、県、警察、民間支援団体その他犯罪被害者等の支援に関係す

る団体をいう。 

(7) 二次被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける経済的な

損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の被害をいう。 

(8) 再被害 犯罪被害者等が再び当該犯罪等の加害者から受ける犯罪等による被

害をいう。 
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（基本理念） 

第３条 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇

を保障される権利を有する。 

２ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者

等が置かれている状況その他の事情に応じて、かつ、犯罪被害者等が社会から孤立

することのないよう配慮して行われなければならない。 

３ 犯罪被害者等の支援は、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができ

るようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるように

行われなければならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担

を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、これを総合的かつ計画的

に実施するものとする。 

（市民及び事業者の責務） 

第５条 市民及び事業者は、二次被害が生ずること及び犯罪被害者等が地域社会から

孤立することのないよう、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性につ

いての理解を深めるとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協

力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、犯罪被害者等である従業員が必要な休暇を取得しやすい環境の整備そ

の他の犯罪被害者等の勤務環境についての十分な配慮をするとともに、必要な支援

を行うよう努めるものとする。 

（連携協力） 

第６条 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関

等との緊密な連携協力を図るものとする。 

（犯罪被害者等の支援に関する計画） 

第７条 市は、犯罪被害者等の支援のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例（平成１８年条例第３８号）

第７条に規定する計画において、犯罪被害者等の支援のための施策に関する事項を

定めるものとする。 

（相談及び情報の提供等） 
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第８条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう

にするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な

情報の提供及び助言を行うものとする。 

２ 市は、前項の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口

を設置するものとする。 

（経済的負担の軽減） 

第９条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、必要

な支援を行うものとする。 

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 

第１０条 市は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響か

ら回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス

及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとする。 

（居住の安定） 

第１１条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者

等の居住の安定を図るため、必要な支援を行うものとする。 

（個人情報の取扱いについての配慮） 

第１２条 市、市民、事業者及び関係機関等は、二次被害及び再被害を防止し、犯罪

被害者等の安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いについて特

に配慮しなければならない。 

 （未成年者への配慮） 

第１３条 市は、犯罪被害者等が未成年者である場合における支援にあっては、その

年齢及び発達の程度に応じて十分に配慮しなければならない。 

 （市民及び事業者の理解の増進） 

第１４条 市は、二次被害又は再被害が生ずること及び犯罪被害者等が地域社会から

孤立することのないよう、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況

及び支援の必要性について市民及び事業者の理解を深めるために必要な広報活動、

啓発活動その他の活動を行うものとする。 

 （民間支援団体の活動の促進） 

第１５条 市は、民間支援団体の活動の促進を図るため、市が実施する犯罪被害者等

の支援のための施策に係る情報の提供その他必要な施策を行うものとする。 
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 （意見の反映） 

第１６条 市は、犯罪被害者等の意見を把握し、これを犯罪被害者等の支援のための

施策に反映させるよう努めるものとする。 

 （協議会への諮問） 

第１７条 市長は、第７条に規定する計画に犯罪被害者等の支援のための施策に関す

る事項を定める場合その他必要があると認める場合には、犯罪を防止し安全で安心

なまち熊本市をつくる条例第１５条に規定する熊本市犯罪のない安全安心まちづく

り推進協議会に諮問することができる。 

 （委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ４３  号   

令和 ５ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市記念館条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市記念館条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市記念館条例（平成５年条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「を収集及び保存し、」を「の収集、保存及び活用を図り、これを」に改

める。 

 第２条の表に次のように加える。 

熊本藩川尻米蔵 熊本市南区川尻３丁目３番３０号 

  

附 則 

この条例は、令和５年１０月２１日から施行する。ただし、第１条の改正規定は、

公布の日から施行する。 
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条 例 第  ４４  号   

令和 ５ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を公布す

る。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

 

 熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２６年条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第２項中「放課後児童健全育成事業所に置かれた日から１２月」を「その者

の研修計画が定められた上で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなっ

た日から２年」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ４５  号   

令和 ５ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市病院及び診療所の人員及び施設に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市病院及び診療所の人員及び施設に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

 熊本市病院及び診療所の人員及び施設に関する基準を定める条例（平成２７年条例

第６４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１項第４号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。 

 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ４６  号   

令和 ５ 年 ９ 月２７日   

 

 熊本市老朽家屋等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市老朽家屋等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市老朽家屋等の適正管理に関する条例（平成２５年条例第８０号）の一部を次

のように改正する。 

 

 第２条第４号中「、占有者」を「又は占有者」に、「空家外家屋を」を「これを」

に改める。 

 第１１条第１項中「第１４条第１項」を「第２２条第１項」に改め、同条第２項中

「第３条」を「第５条」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日又は空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する

法律（令和５年法律第５０号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 
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  規   則   

規 則 第  ５７  号   

令和 ５ 年 ９ 月２７日   

 

 犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例施行規則及び熊本市繁華街等安

全安心パトロール指導員の設置に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例施行規則及び熊本市繁華街

等安全安心パトロール指導員の設置に関する規則の一部を改正する規則 

 

（犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例施行規則の一部改正） 

第１条 犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例施行規則（平成１８年規

則第８５号）の一部を次のように改正する。 

第２条（見出しを含む。）中「第３条第５号」を「第２条第７号」に改め、同条

第３号中「同条第４項」を「同条第３項」に改める。 

第３条から第６条までを削る。 

第７条の見出し中「熊本市安全安心まちづくり推進協議会」を「熊本市犯罪のな

い安全安心まちづくり推進協議会」に改め、同条中「協議会」を「条例第１５条に

規定する熊本市犯罪のない安全安心まちづくり推進協議会（以下「協議会」という。）」

に改め、同条第２号中「地域の安全のための活動を自主的に」を「安全安心まちづ

くりに関する自主的な活動を」に改め、同条を第３条とし、第８条を第４条とし、

第９条から第１２条までを４条ずつ繰り上げる。 

 （熊本市繁華街等安全安心パトロール指導員の設置に関する規則の一部改正） 

第２条 熊本市繁華街等安全安心パトロール指導員の設置に関する規則（平成２５年

規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第１８条のパトロール等」を「第１３条第１項に規定するパトロール

（繁華街等において実施するものに限る。）」に改める。 

第２条第１号を次のように改める。 
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(1) 次に掲げる行為に関して重点的にパトロールを行い、当該行為が発生して

いると認める場合又は発生するおそれがあると認める場合は、当該行為が違法

であること又はそのおそれがあることを指摘することにより注意を促し、必要

に応じて警察等に通報すること。 

ア 違法と認められる路上喫煙又はポイ捨て 

イ 自転車等及び自動二輪車の違法と認められる歩行者用道路への乗り入れ

又は放置行為 

ウ 違法と認められる客引き行為等 

エ 通行の妨げ等になる違法と認められる看板等の設置、表示等 

第２条第２号及び第３号を削り、同条第４号を同条第２号とし、同条第５号中「前

各号」を「前２号」に改め、同号を同条第３号とする。 

第３条及び第４条を削る。 

第５条中「第２条」を「前条」に改め、同条を第３条とし、第６条を第４条とす

る。 

 別記様式を次のように改める。  

別記様式（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 裏面に熊本市繁華街等安全安心パトロール指導員の設置に関する規則第

                          第   号 

熊本市繁華街等安全安心パトロール指導員証 

 

   所属   

   氏名      

        年  月  日生 

                

上記の職員は、熊本市繁華街等安全安心パトロール指導員の設置に関する規

則第１条に規定する熊本市繁華街等安全安心パトロール指導員であることを

証明する。 

 

    年  月  日 

                 熊本市長        印 

写               

 

真 
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１条及び第３条の規定を記載する。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条中犯罪を防止し安全で安心な

まち熊本市をつくる条例施行規則第２条第３号の改正規定は、令和６年４月１日から

施行する。 
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規 則 第  ５８  号   

令和 ５ 年 ９ 月２８日   

 

 熊本市会計年度任用業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市会計年度任用業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 

熊本市会計年度任用業務職員の給与に関する規則（令和２年規則第２９号）の一部

を次のように改正する。 

 

 別表第１中「１３８，９００」を「１４６，２００」に、「１３９，７００」を     

「１４６，７００」に、「１４０，５００」を「１４７，２００」に、          

「１４１，３００ 」を「１４７，７００」に、「１４２，１００」を           

「１４８，２００」に、「１４３，０００」を「１４８，７００」に、          

「１４３，９００ 」を「１４９，２００」に、「１４４，７００」を           

「１４９，７００」に、「１４５，５００」を「１５０，２００」に、          

「１４６，４００ 」を「１５０，７００」に、「１４７，３００」を           

「１５１，２００」に、「１４８，２００」を「１５１，７００」に、          

「１４９，１００」を「１５２，２００」に、「１５０，１００」を           

「１５２，７００」に、「１５１，１００」を「１５３，２００」に、          

「１５２，１００ 」を「１５３，７００」に、「１５３，１００」を           

「１５４，２００」に、「１５４，３００」を「１５５，１００」に、          

「１５５，５００ 」を「１５６，０００」に、「１５６，７００」を           

「１５６，９００」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 
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規 則 第  ５９  号   

令和 ５ 年 ９ 月２８日   

 

 熊本市業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 

熊本市業務職員の給与に関する規則（平成１９年規則第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

別表第１中「１３８，９００」を「１４６，２００」に、「１３９，７００」を     

「１４６，７００」に、「１４０，５００」を「１４７，２００」に、          

「１４１，３００ 」を「１４７，７００」に、「１４２，１００」を           

「１４８，２００」に、「１４３，０００」を「１４８，７００」に、          

「１４３，９００ 」を「１４９，２００」に、「１４４，７００」を            

「１４９，７００」に、「１４５，５００」を「１５０，２００」に、          

「１４６，４００ 」を「１５０，７００」に、「１４７，３００」を            

「１５１，２００」に、「１４８，２００」を「１５１，７００」に、          

「１４９，１００ 」を「１５２，２００」に、「１５０，１００」を           

「１５２，７００」に、「１５１，１００」を「１５３，２００」に、          

「１５２，１００ 」を「１５３，７００」に、「１５３，１００」を           

「１５４，２００」に、「１５４，３００」を「１５５，１００」に、          

「１５５，５００ 」を「１５６，０００」に、「１５６，７００」を           

「１５６，９００」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

 


